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介護保険居宅介護（予防）住宅改修費支給に係る添付書類の取り扱いについて 

 

 平素は本市の高齢者福祉行政に格別のご協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

 さて、標記の件につきまして、本市では当該制度に係る事前審査に「住宅改修箇所を示す

平面図」を添付することとし、その取扱いについては次のとおりとしています。 

〇介護保険 住宅改修費の支給について（一部抜粋） 

 ◆添付書類等についての留意事項 

  ３．住宅改修箇所を示す平面図について 

  （１）手すり等取り付け場所が多くなる場合は、改修前の写真と平面図に番号等を振

って、わかりやすいよう作成してください。 

  （２）住宅全体の平面図の作成が難しい場合には、被保険者の居室、改修箇所、玄関

とそれらを結ぶ扉などを記載し、被保険者の生活活動および改修箇所、外部へ

の出入口との位置関係が分かるように作成してください。 

 

 このことについて、当該利用者の住宅の状況を確認する際には、個人のプライバシーを十

分配慮するため、事前に利用者本人又は家族（以下「利用者等」という。）の同意を得るこ

ととしてください。また、見積もり等の際に工事施工業者が利用者宅を訪問する場合は、必

ず介護支援専門員又は地域包括支援センター担当職員等（以下「介護支援専門員等」という。）

が現場に立ち会うようお願いします。なお、業務の都合上立ち合いができない場合は、事前

にその旨を当該利用者等に説明を行い、理解を得た上で作業を進めるよう努めてください。 

「住宅改修箇所を示す平面図」は、介護支援専門員等がアセスメントや住宅改修理由書を

作成する上で、また保険者がその必要性を審査する上で重要な情報となるものです。しかし、

生活動線を踏まえた住宅の詳細な調査を行うことに、当該利用者等からの同意が得られな

い場合は、改修箇所及び最低限その周辺の生活動線がわかる平面図での申請も可能です。



（なお、その場合は、審査に必要な補足情報として介護保険課担当者から介護支援専門員等

に対し、問い合わせをする場合がありますので、あらかじめご理解の程よろしくお願いしま

す。） 

また、厚生労働省通知「「居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の支給について」

の一部改正について」（平成３０年７月１３日老高発０７１３第１号）により、「居宅介護サ

ービス計画又は介護予防サービス計画を作成する介護支援専門員及び地域包括支援センタ

ーの担当職員は、複数の住宅改修の事業者から見積もりを取るよう、利用者に対して説明す

ることとする。」となっていますので、適切に対応していただきますよう、併せてよろしく

お願いします。 
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